
 
 

妊娠や出産に関する情報を事前に海津市へ登録しておくことで、緊急時に担当医師の指示の 

もと、より迅速に医療機関へ搬送することができます。 

緊急な状態になった妊婦さんが、ためらわずに救急車を呼べるような体制を整え、安心して過

ごしてもらうことを目的としています。 

 

 対象者  

○海津市内に居住する妊婦さん。または、里帰り出産のため市内に滞在している妊婦さん。 

 

 利用条件   

○異常（腹部に強い痛みや張り、大量の出血など）が見られ、緊急治療が必要と判断された場合。 

○出産の兆候が始まったが、医療機関・産院等へ移動する手段がない場合。 

○その他緊急を要するとき。 

 

 事前登録の流れ  

登録を希望する妊婦さん        

                

 

                   市こども未来課 

                   こども家庭センター 

 

 

 利用の流れ  

事前登録をした妊婦さん          

             

 

                           

 

                 

 

 

 

 

※事前登録後は、必ず担当医師にお知らせください。  

                       ※搬送される医療機関は、出産医療機関となりますが、                   

状況により他の医療機関へ搬送する場合があります。 

※事前に登録した内容に変更が生じた場合は、下記まで 

ご連絡ください。    

※出産された方及び出産予定日を３週間過ぎた場合には 

             登録を削除します。                

お問い合わせ 

海津市健康福祉部こども未来課（こども家庭センター）  

       電話：0584-53-1５２６（直通）   

海津市産救
サンキュー

サポート 119 
（妊婦のための救急車による救急搬送） 

① 事前登録者情報届出書を 

こども家庭センターへ提出し

ます。 
②登録された情報は、海津市

消防署に提供します。 

①かかりつけ産科医療機関へ電話 

「お腹の痛みが〇分ごとにあります」 

「破水しました」等症状を伝え、医師の 

指示を確認してください。 

 

②１１９番通報 

「産救サポート１１９に登録している 

○○町の海津花子ですが、救急車を 

お願いします。」 

海津市消防署 

 

 

 

 

【利用条件】 
・異常が生じ、医師が緊急に搬送する必
要があると判断した場合 

・出産の兆候が始まったが、医療機関へ
行く手段がない場合 

③登録確認証を交付しますので医

療機関へ提示してください。 

緊急搬送 

かかりつけ 
産科医療機関 


